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 当該の組合員は、現在病欠となり、異動については「延伸」となっています。

ジョブローテーションで異動が止まったのは今回が初めてかもしれません！ 

① 今回の病欠の原因が「過去に不適応を起こし、抑うつ、不安焦燥、身体症状を呈した職場環

境への異動の話が出たことで当時の症状が再燃を認め」として会社の発令行為が病気を再発さ

せたと認定しました。 

② 当時通院をした「令和５年６月６日から３ヶ月間の休職を要する。また、発症から当院受診まで

の期間である令和５年５月１４日から令和５年６月６日までは病欠扱いへの変更を求める」として

病院に訪れる前に会社の事前慫慂によって会社に出勤出来ずに年休で休んだ約２週間も会

社の発令行為が病気を再発させたのだから病欠扱いへの変更を認定しました。 

③ 「復職にあたっては、過去の症状をきたした職場環境である駅構内の業務への異動は避けるよう

配慮を要する」として駅への異動を中止するように認定しました。 


